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附 則 

（実施期日） 

１ この改正約款は、２０２５年７月１日から実施します。 

（特例措置） 

２ 以下の特例措置は、２０２５年７月１日から２０２５年９月３０日まで実施します。 

３ ２の期間中にテレビサービスの申込みをし、かつテレビサービスの提供を開始したテレビサービス

契約者には次の特例措置を実施します。 

新規契約に伴う契約事務手数料、ＳＴＢ設置･設定工事費については無料とします。 

 


